
被扶養者でいられる収入基準は年間130

万円未満（60歳以上または障害がある場合

は180万円未満）かつ、被保険者の収入の

1/2未満です。今後1年間の見込みで判断

されるため、月額10万8,334円以上（同

15万円以上）になると、被扶養者ではいら

れません。

　保険料の負担なく健保組合に加入できるのが被扶養者のメリットですが、被保険者の収入によって生計を維持されていることが
前提です。このため、被扶養者が就職した場合や、収入が増加した場合はその資格を失うことになります。被保険者は、5日以内に
「被扶養者（異動）届」*1を提出してください。

加入できる健康保険は1つです。

就職して他の健康保険の被保

険者になると、被扶養者では

いられません。パート・アルバイ

ト先 *2の健康保険の被保険者

になった場合も同様です。

*2 週の所定労働時間が20時間以上で所定内賃金が月額88,000円以上、
2カ月を超える雇用期間の見込みがあり、従業員数51人以上の勤め先の
場合は、勤め先が加入する健康保険の被保険者になります（学生を除く）。

*1 健康保険証等が交付されている場合はあわせて返納してください。

　異動届を提出せず、後日、被扶養者資格を失っていることが判明した場合、資格喪失した日に
さかのぼって健保組合が負担した医療費を返還していただくことになります。また、被扶養者資格
は定期的に調査をしており、この調査にご協力いただけない場合や、虚偽の申告をされた場合は資
格を削除することがあります。
　ご家族の被扶養者資格は正確に把握いただき、資格を失った場合は5日以内に異動届の提出を
お願いします。

こんなとき、ご家族は被扶養者資格を失います

異動届を
提出しないと
…どうなる？

 他の健康保険に加入したとき 

 75歳になったとき 

75歳 *3になると、後期高齢者医療

制度の被保険者になります。加入で

きる健康保険は1つのため、被扶養

者ではいられません。

*3 一定の障害があると認定された場合は65～74歳。

 収入が増加したとき 

2023年10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」が導入され

ました。これにより、被扶養者の年間収入が130万円を超えても、

勤め先の事業主の証明により一時的な収入の変動と認められる

場合は、引き続き被扶養者として認定されます。

130万円の壁 超えても被扶養者のままでいられる
場合があります

ご家族が被扶養者資格を失ったら、

５日以内に異動届の提出を

～異動届の提出を
忘れずに～

8令和７年－春

って
おくべき健健 保保知 https://douga.hfc.jp/imfine/

seido/25spring01.html

解説動画はコチラ 


